
庄
川
水
力
電
気
専
用
鉄
道
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成
立
と
変
遷 

―
庄
川
流
木
争
議
の
一
断
面
― 

草 

卓
人 

 

(

「
鉄
道
の
記
憶
」
桂
書
房
刊
所
収
）  

は
じ
め
に 

平
成
十
四
年
（
二
○
○
二
）
三
月
、
庄
川
町
小
牧
の
庄
川
本
流
に
位
置
す
る
小
牧
ダ
ム
が
、

国
の
有
形
文
化
財
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。 

小
牧
ダ
ム
と
言
え
ば
、
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
「
庄
川
流
木
争
議
」
で
あ
ろ
う
。
大

正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
か
ら
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
の
和
解
ま
で
、
庄
川
で
の
「
流
木

権
」
を
主
張
す
る
飛
州
木
材
㈱
側
と
、
同
川
に
水
力
発
電
用
の
堰
堤
を
建
設
し
よ
う
と
し
た

庄
川
水
力
電
気
㈱
側
と
の
激
し
い
抗
争
が
全
国
的
に
知
ら
れ
る
事
と
な
り
、
そ
の
後
の
電
源

立
地
の
在
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
事
件
で
も
あ
っ
た
。 

庄
川
流
木
争
議
の
事
件
内
容
自
体
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い

る
が
、
特
に
争
議
初
期
の
「
加
越
線
ポ
イ
ン
ト
事
件
」
な
ど
の
抗
争
の
舞
台
と
な
り
、
完
成

後
は
木
材
の
河
川
流
送
代
替
施
設
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
庄
川
水
力
電
気
㈱
の
工
事
専
用
軌

道
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
庄
川
電
源
開
発
の
裏
面
史
と
も
言
う
べ
き
専
用
軌
道
の
成
立
と
変
遷
を
通
じ
て
、

流
木
争
議
と
の
関
連
や
、
小
牧
ダ
ム
完
成
後
に
誕
生
し
た
新
名
所
「
庄
川
峡
」
観
光
開
発
と

の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

一 

庄
川
の
発
電
計
画 

岐
阜
県
大
野
郡
荘
川
村
を
源
流
と
し
て
、
砺
波
平
野
を
潤
し
、
日
本
海
に
注
ぐ
延
長
一
三

二
キ
ロ
の
庄
川
は
、
冬
の
降
雪
や
梅
雨
、
台
風
な
ど
の
降
水
に
よ
る
水
量
が
豊
富
で
あ
り
、

藩
政
期
よ
り
こ
の
流
水
を
利
用
し
た
上
流
地
域
か
ら
の
運
材
が
行
わ
れ
て
い
た
。 

明
治
期
に
入
り
、
山
林
で
の
伐
木
が
自
由
に
な
る
と
、
庄
川
の
山
間
部
か
ら
の
出
口
に
あ

た
る
青
島
村
（
現
・
庄
川
町
＝
砺
波
市
）
は
、
飛
騨
・
五
箇
山
方
面
か
ら
の
木
材
運
送
の
中

継
地
と
し
て
急
速
に
発
達
し
た
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
七
月
に
は
、
中
越
鉄
道
（
現
・

Ｊ
Ｒ
城
端
線
）
福
野
駅
と
を
結
ぶ
砺
波
軽
便
鉄
道
（
の
ち
の
加
越
鉄
道
）
が
開
通
し
て
、
青

島
は
庄
川
流
域
の
木
材
集
散
地
と
し
て
の
地
位
を
不
動
の
も
の
と
し
た
。 



だ
が
そ
の
一
方
で
、
豊
富
な
水
量
を
誇
る
庄
川
は
、
水
力
発
電
の
適
地
と
し
て
も
注
目
さ

れ
、
明
治
後
半
か
ら
既
に
い
く
つ
か
の
発
電
計
画
が
立
案
さ
れ
て
い
た
。 

第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
―
一
八
）
に
伴
う
好
景
気
に
よ
り
、
産
業
界
が
未
曾
有
の

活
況
に
入
っ
た
大
正
五
年
五
月
、
富
山
県
出
身
の
実
業
家
浅
野
総
一
郎
は
、
か
ね
て
よ
り
着

眼
し
て
い
た
庄
川
流
域
で
の
発
電
事
業
計
画
を
実
行
に
移
す
べ
く
、
同
川
の
水
利
利
用
を
出

願
し
た
。
（
注
１
） 

浅
野
の
当
初
計
画
に
よ
る
と
、
庄
川
流
域
の
藤
橋
（
七
一
四
○
ｋ
Ｗ 

）
、
大
橋
（
二
万
一

四
六
一
ｋ
Ｗ 

)
 

、
合
計
出
力
で
一
○
万
〇
八
四
八
ｋ
Ｗ
に
及
ぶ
発
電
所
を
建
設
し
て
、
そ
の

発
生
電
力
を
庄
川
の
河
口
港
で
あ
る
伏
木
港
付
近
に
建
設
予
定
の
変
電
所
へ
送
電
し
、
同
港

周
辺
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
伏
木
港
岸
工
業
地
帯
の
セ
メ
ン
ト
・
電
気
製
鉄
他
の
製
造
工

場
へ
の
送
電
が
目
論
ま
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
計
画
は
同
時
に
、
浅
野
が
別
に
構
想
し
て
い

た
高
岡
―
伏
木
間
の
運
河
＝
「
高
伏
運
河
」
開
削
計
画
が
実
現
し
た
場
合
、
運
河
両
岸
へ
立

地
さ
れ
る
新
設
工
場
の
電
力
需
要
に
応
え
る
も
の
で
も
あ
り
、
主
に
地
元
で
の
消
費
が
見
込

ま
れ
て
い
た
（
史
料
１
参
照
）
。 

 

同
八
年
一
月
に
水
利
使
用
の
認
可
を
得
た
浅
野
は
、
そ
の
事
業
主
体
と
し
て
資
本
金
一
○ 

○
○
万
円
の
庄
川
水
力
電
気
株
式
会
社
（
以
下
「
庄
川
水
電
」
と
す
る
）
を
同
年
十
月
に
設

立
さ
せ
た
。
当
初
庄
川
水
電
の
総
株
数
二
〇
万
株
の
内
、
過
半
数
の
一
四
万
珠
は
浅
野
同
族

株
式
会
社
の
持
株
で
あ
り
、
そ
の
水
力
部
が
経
営
に
当
た
る
浅
野
財
閥
の
グ
ル
ー
プ
企
業
で



あ
っ
た
。
（
注
２
） 

 
二 
専
用
鉄
道
の
建
設 

庄
川
水
電
は
ま
ず
、
藤
橋
（
現
・
小
牧
ダ
ム
の
下
流
側
）
地
点
へ
の
ダ
ム
式
発
電
所
建
設

を
決
定
し
た
。
続
い
て
そ
の
資
材
運
搬
用
と
し
て
専
用
鉄
道
の
敷
設
を
計
画
し
、
同
年
十
二

月
九
日
附
で
「
専
用
鉄
道
敷
設
免
許
申
請
」
（
注
３
）
を
政
府
に
提
出
し
た
。 

 

弊
社
富
山
県
東
礪
波
郡
ヲ
貫
流
セ
ル
庄
川
筋
ニ
於
テ
庄
川
ノ
流
水
ヲ
利
用
シ
同
郡
東
山

見
村
藤
橋
他
六
箇
所
ニ
水
力
発
電
所
及
堰
堤
築
造
ノ
新
設
工
事
ヲ
計
画
シ
既
ニ
認
可
ノ

箇
所
ヨ
リ
至
急
工
事
着
手
致
度
就
テ
ハ
該
工
事
ニ
要
ス
ル
諸
材
料
砂
利
、
砂
、「
セ
メ
ン

ト
」
、
工
事
用
諸
機
械
、
発
電
機
、
ソ
ノ
他
附
属
品
等
運
搬
ノ
為
メ
同
県
同
郡
青
島
村
加

越
鉄
道
（
元
礪
波
線
）
終
端
駅
青
島
町
停
車
場
構
内
ヨ
リ
庄
川
左
岸
ニ
沿
ヒ
青
島
村
及

東
山
見
村
ヲ
経
由
シ
藤
橋
ニ
至
ル
延
長
弐
哩
弐
拾
参
「
チ
ェ
ー
ン
」
、
砂
利
積
込
線
拾
弐

「
チ
ェ
ー
ン
」
、
工
事
場
引
込
線
弐
拾
「
チ
ェ
ー
ン
」
ノ
工
事
用
専
用
鉄
道
敷
設
致
度
候

間
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
御
許
可
相
成
度
別
紙
実
測
図
面
及
加
越
鉄
道
株
式
会
社
接
続

承
諾
書
相
添
此
段
申
請
候
也 

 

こ
の
申
請
の
内
容
は
、
加
越
鉄
道
終
点
の
青
島
町
駅
か
ら
、
発
電
所
建
設
予
定
地
点
で
あ

る
藤
橋
ま
で
の
専
用
鉄
道
（
約
三
・
六
六
キ
ロ
）
及
び
、
工
事
用
の
砂
利
採
集
線
な
ど
を
建

設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
十
月
十
三
日
附
で
敷
設
免
許
を
下
付(

注
４)

さ
れ
た
庄
川
水
電

は
、
堰
堤
地
点
の
調
査
結
果
を
待
っ
て
本
格
的
な
工
事
に
着
手
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か

し
調
査
の
結
果
、
藤
橋
・
大
橋
の
両
地
点
は
ダ
ム
建
設
に
不
適
で
あ
り
、
両
地
点
の
中
間
に

当
た
る
小
牧
が
技
術
・
経
済
上
有
利
と
の
結
論
を
得
て
当
初
の
計
画
を
変
更
し
、
十
一
年
七

月
に
工
事
認
可
を
取
得
し
た
（
注
５
）
（
当
初
最
大
出
力
四
万
四
八
○
○
ｋ
Ｗ 

、
の
ち
七
万

二
○
○
○
ｋ
Ｗ
に
変
更
）
。 

こ
の
た
め
、
同
年
四
月
十
日
に
着
手
さ
れ
て
い
た
専
用
鉄
道
の
敷
設
工
事
は
、
工
事
半
ば

で
「
工
事
場
引
込
線
ヲ
新
堰
堤
位
置
（
小
牧
）
ニ
到
ル
線
路
ニ
変
更
」
す
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
十
二
月
二
十
七
日
附
で
「
工
事
方
法
変
更
認
可
申
請
」
を
提
出
し
、
翌
十
二
年
六

月
二
十
一
日
附
で
認
可
を
得
た
。
（
注
６
） 



と
こ
ろ
が
大
戦
後
の
不
況
や
、
同
年
九
月
の
関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
会
社
の
資
金
調
達
が

不
能
と
な
り
、
発
電
所
工
事
は
中
止
の
止
む
無
き
に
至
っ
た
。
専
用
鉄
道
の
工
事
も
大
正
十

三
年
（
一
九
二
四
）
九
月
の
時
点
で
は
、
ま
だ
青
島
町
駅
よ
り
一
哩
（
約
一
・
六
キ
ロ
）
地

点
ま
で
の
線
路
し
か
敷
か
れ
て
お
ら
ず
、
残
る
区
間
も
用
地
買
収
の
出
来
な
い
部
分
が
三
割

も
残
っ
て
い
た
。(
注
７)

 

こ
の
た
め
、
庄
川
水
電
と
の
大
口
需
給
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
日
本
電
力
㈱
（
当
時
）
は

事
業
計
画
の
遂
行
上
、
小
牧
発
電
所
の
工
事
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
大
正
十
四
年
一

月
、
浅
野
側
は
庄
川
水
電
株
の
相
当
数
を
日
本
電
力
㈱
に
譲
渡
し
て
、
庄
川
水
電
は
日
本
電

力
㈱
の
系
列
下
に
入
っ
た
。 

 

庄
川
水
電
を
傘
下
に
収
め
た
日
本
電
力
㈱
は
地
元
へ
の
電
力
供
給
を
主
目
的
と
し
た
当

初
の
送
電
計
画
を
変
更
し
て
、
同
社
の
送
電
系
統
の
一
部
へ
組
み
入
れ
る
と
同
時
に
設
計
自

体
に
も
改
良
を
加
え
、
最
大
出
力
を
七
万
二
○
○
○
ｋ
Ｗ
に
変
更
し
て
、
同
年
四
月
に
工
事

を
再
開
し
た
。(

注
８)

 

同
年
十
二
月
、
青
島
町
―
小
牧
作
業
場
（
以
下
「
小
牧
」
と
す
る
）
間
二
哩
七
七
鎖
（
約

四
・
七
四
キ
ロ
）
の
専
用
鉄
道
及
び
、
庄
川
下
流
へ
の
砂
利
採
集
線
が
竣
工
し
た
。
（
注
９
）

翌
十
五
年1

月
二
十
九
日
附
で
認
可
（
注
１
０
）
が
下
り
て
、
待
望
の
資
材
輸
送
が
開
始
さ

れ
た
。
あ
る
鉄
道
マ
ニ
ア
誌
（
注
１
１
）
に
は
同
年
一
月
十
五
日
開
業
と
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
日
付
は
あ
く
ま
で
「
青
島
小
牧
間
専
用
鉄
道
運
輸
開
始
認
可
申
請
書
」(
注
１
２)

（
一
九
二
五
年
十
二
月
三
十
一
日
附
）
に
記
載
さ
れ
た
運
輸
開
始
希
望
日
で
あ
る
。

 



青
島
町
―
小
牧
間
の
中
間
駅
と
し
て
は
、
青
島
町
よ
り
二
六
鎖
（
約
○ 

・
五
キ
ロ
）
の
地

点
に
青
島
作
業
場
（
ヤ
ー
ド
）
が
設
置
さ
れ
た
。
青
島
作
業
場
は
運
輸
事
務
所
や
機
関
庫
を

備
え
た
専
用
鉄
道
の
中
枢
で
あ
る
と
同
時
に
、
セ
メ
ン
ト
等
の
資
材
倉
庫
が
設
け
ら
れ
た
工

事
資
材
の
一
大
集
散
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
駅
は
、
庄
川
下
流
方
面
へ
向
か
う
砂
利
採
集
線

（
先
述
）
の
分
岐
点
で
も
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）
。 

  

な
お
、
開
通
当
初
は
全
線
が
非
電
化
で
、
蒸
気
機
関
車
三
両
（
内
一
両
は
修
理
中
）
と
無

蓋
貨
車
五
両
で
運
行
を
開
始
し
た
が
、
庄
川
水
電
は
輸
送
力
増
強
の
た
め
、
貨
車
を
始
め
と

し
た
車
両
の
増
備
を
進
め
る
一
方
で
青
島
町
―
小
牧
間
の
電
化
工
事
（
六
○
○
Ｖ
）
を
計
画

し
、
同
年
五
月
四
日
附
で
認
可
を
得
た
。（
注
１
３
）
工
事
は
六
月
に
完
了
し
、
同
月
二
十
四

日
附
の
認
可
を
待
っ
て
、
こ
の
区
間
に
は
新
た
に
電
気
機
関
車
四
両
が
投
入
さ
れ
、
蒸
気
機

関
車
は
主
に
非
電
化
の
砂
利
採
集
線
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
資
材
輸
送
の
ピ
ー
ク

と
な
っ
た
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に
は
電
気
・
蒸
気
機
関
車
が
各
四
両
、
貨
車
は
一
八
五

両
の
大
所
帯
と
な
り
、
文
字
通
り
大
車
輪
で
資
材
輸
送
に
当
た
っ
て
い
た
。 

 

三 

加
越
線
ポ
イ
ン
ト
事
件
と
柳
瀬
村
延
長
線
の
顛
末 

小
牧
ダ
ム
の
着
工
以
来
、
工
事
に
使
用
さ
れ
る
セ
メ
ン
ト
は
、
伏
木
港
で
船
か
ら
貨
車
に

積
換
え
ら
れ
て
氷
見
・
城
端
線
経
由
で
同
線
福
野
駅
に
達
し
、
そ
こ
か
ら
加
越
鉄
道
で
青
島

町
駅
ま
で
輸
送
の
上
、
庄
川
水
電
の
専
用
鉄
道
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
輸
送

に
よ
っ
て
加
越
鉄
道
に
入
る
運
賃
は
、
当
時
の
金
額
で
一
日
当

り
九
○
円
、
一
ケ
月
で
二
七
○
○
円
に
も
達
し
、
セ
メ
ン
ト
輸

送
は
同
社
第
一
の
ド
ル
箱
と
な
っ
て
い
た
。 

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
十
一
月
、
加
越
鉄
道
は
庄
川
水

電
が
毎
月
二
十
日
払
い
の
契
約
と
な
っ
て
い
る
専
用
線
へ
の

貨
車
出
入
料
の
支
払
が
数
日
遅
れ
た
こ
と
を
口
実
と
し
て
、
同

月
二
十
三
日
附
で
庄
川
水
電
に
対
し
て
貨
車
出
入
契
約
の
解

除
を
通
告
す
る
と
同
時
に
、
青
島
駅
構
内
か
ら
分
岐
し
て
い
た

専
用
線
の
ポ
イ
ン
ト
（
写
真
１
参
照
）
を
施
錠
し
て
、
貨
車
の

直
通
運
転
を
不
可
能
に
し
た
。
（
注
１
４
）
こ
れ
が
「
加
越
線

ポ
イ
ン
ト
事
件
」
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。 



こ
の
た
め
庄
川
水
電
は
、
折
角
青
島
町
ま
で
運
ん
だ
セ
メ
ン
ト
や
資
材
を
一
旦
貨
車
か
ら

降
ろ
し
て
青
島
ヤ
ー
ド
ま
で
車
馬
輸
送
の
上
、
再
び
専
用
鉄
道
の
貨
車
に
積
換
え
る
手
間
が

生
じ
、
資
材
輸
送
は
労
力
・
金
銭
的
に
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。 

加
越
鉄
道
に
と
っ
て
本
来
ド
ル
箱
で
あ
る
は
ず
の
発
電
資
材
輸
送
を
妨
害
す
る
行
動
に
出

た
最
大
の
理
由
は
、
か
ね
て
か
ら
主
導
権
争
い
が
続
い
て
い
た
同
社
の
経
営
権
を
、
同
年
八

月
に
掌
握
し
た
平
野
増
吉
が
代
表
を
務
め
る
飛
州
木
材
㈱
が
、
そ
れ
ま
で
庄
川
の
水
流
を
利

用
し
て
青
島
の
貯
木
場
ま
で
大
規
模
に
行
っ
て
い
た
木
材
流
送
の
「
流
木
権
」
が
、
ダ
ム
建

設
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
、
発
電
事
業
者
で
あ
る
庄
川
水
電
と
対
立
関
係
（
「
庄
川
流
木

争
議
」
… 

後
述
）
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
当
時
の
新
聞
に
は
、
専
用
線
及
び
そ
の
用
地
（
一
部
）
の
使
用
権
を
持
つ
加
越
鉄

道
（
所
有
権
は
飛
州
木
材
㈱
）
が
、
五
○
万
円
（
当
時
の
金
額
）
で
庄
川
水
電
へ
売
却
を
提

示
す
る
な
ど
、「
加
越
の
新
重
役
連
が
智
慧
を
傾
け
た
庄
川
電
力
よ
り
何
か
の
材
料
の
元
に
莫

大
な
る
金
圓
を
領
得
し
同
会
社
の
負
債
を
償
還
し
発
達
を
計
ら
ん
と
せ
る
に
あ
り
」
（
注
１

５
）
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。 

庄
川
水
電
は
こ
の
問
題
を
鉄
道
省
（
当
時
）
に
も
提
訴
し
た
。
鉄
道
省
は
両
社
の
調
停
を

試
み
た
が
、
加
越
鉄
道
側
は
本
来
輸
送
目
的
と
し
て
い
た
木
材
輸
送
を
阻
む
ダ
ム
工
事
に
便

宜
を
図
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
、
こ
れ
に
応
じ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。(
注
１
６)

 

こ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
庄
川
水
電
は
、
青
島
ヤ
ー
ド
か
ら
城
端
線
出
町
（
現
・
砺
波
）
駅

ま
で
の
専
用
鉄
道
延
長
を
計
画
し
た
が
、
飛
州
木
材
㈱
は
要
所
に
当
た
る
土
地
を
事
前
に
買

収
し
、
計
画
を
妨
害
し
た
。
続
い
て
庄
川
水
電
は
第
二
の
対
抗
策
と
し
て
当
時
ダ
ム
本
体
工

事
の
本
格
化
に
伴
い
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設
用
骨
材
と
し
て
使
用
す
る
川
砂
利
需
要
の
増
大

に
応
え
る
た
め
、
建
設
を
検
討
し
て
い
た
庄
川
下
流
の
柳
瀬
村
（
現
・
砺
波
市
柳
瀬
）
へ
の

砂
利
採
集
線
延
長
計
画
に
着
目
し
、
こ
の
路
線
を
資
材
輸
送
の
予
備
的
経
路
と
し
て
の
要
素

を
加
味
し
て
建
設
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
、
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
八
月
二
十
九
日
附
で

青
島
ヤ
ー
ド
―
柳
瀬
村
間
他
総
延
長
五
哩
一
五
鎖
（
約
八
・
三
キ
ロ
）
の
「
専
用
鉄
道
敷
設

免
許
申
請
」(

注
１
７)

を
提
出
し
た
。 

そ
の
申
請
は
、
当
時
青
島
ヤ
ー
ド
か
ら
太
田
村
（
現
・
砺
波
市
太
田
）
ま
で
は
「
弊
社
発

電
工
事
土
工
用
ト
シ
テ
現
ニ
使
用
ス
ル
既
設
ノ
軌
条
ヲ
改
善
ノ
上
之
ニ
充
当
シ
」
、
そ
こ
か
ら

柳
瀬
村
ま
で
は
新
設
軌
道
と
し
て
建
設
の
上
、
資
材
輸
送
に
つ
い
て
は
「
国
有
鉄
道
中
越
線

出
町
駅
ヨ
リ
中
途
車
馬
輸
送
ノ
便
ヲ
籍
リ
出
町
太
田
間
ノ
県
道
ヲ
利
用
シ
太
田
村
ニ
テ
本
申



請
ノ
鉄
道
延
長
線
ニ
其
ノ
連
絡
」
を
計
ろ
う
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
一
見
手
間
の
か
か
る

輸
送
経
路
に
見
え
る
が
、
延
長
線
の
路
線
用
地
が
飛
州
木
材
側
の
買
収
の
手
が
及
ば
な
い
庄

川
の
堤
防
及
び
河
川
敷
で
あ
っ
た
事
や
、
陸
上
輸
送
を
封
鎖
さ
れ
た
場
合
、
伏
木
港
よ
り
庄

川
の
舟
運
を
利
用
で
き
る
利
点
も
あ
っ
た
。 

こ
の
申
請
は
同
年
十
二
月
二
十
七
日
附
で
認
可
さ

れ
、
翌
三
年
七
月
に
は
柳
瀬
村
（
開
発
第
二
号
砂
利
積

込
場
）
ま
で
の
全
線
が
竣
功
し
て
、
九
月
五
日
よ
り
正

式
に
運
輸
が
開
始
さ
れ
た
。(

注
１
８)

 

途
中
に
は
青

島
ヤ
ー
ド
側
か
ら
順
に
、
第
一
号
～
第
四
号
及
び
開
発

第
一
号
の
各
砂
利
積
込
場
が
停
車
場
と
し
て
設
置
さ

れ
、
前
線
が
蒸
気
機
関
車
に
よ
る
運
行
（
非
電
化
）
で

あ
っ
た
（
写
真
２
参
照
）
。 

 

と
こ
ろ
が
延
長
線
開
業
四
ケ
月
前
の
同
年
五
月
、
金
沢
市
内
で
両
社
重
役
が
会
見
の
結
果
、

相
互
の
妥
協
の
専
用
線
分
岐
ポ
イ
ン
ト
の
施
錠
が
解
除
さ
れ
（
注
１
９
）
、
一
年
半
に
及
ん
だ

ポ
イ
ン
ト
事
件
は
解
決
し
て
い
た
。
な
お
妥
協
の
内
容
は
、
①
加
越
鉄
道
一
部
重
役
の
持
株

を
庄
川
水
電
に
買
い
取
ら
せ
、
そ
の
内
四
五
○
○
株
（
二
二
万
五
○
○
○
円
）
を
加
越
鉄
道

に
無
償
交
付
さ
せ
た
上
で
、
こ
れ
を
同
社
の
減
資
（
資
本
金
一
○
五
万
円
→
八
二
万
五
○
○

○
円
）
に
充
当
し
、
同
社
の
繰
越
欠
損
金
と
相
殺
す
る
。
②
加
越
鉄
道
へ
庄
川
水
電
側
よ
り

役
員
を
入
れ
る
。
と
の
二
点
で
あ
っ
た
。(

注
２
０)
 

こ
の
た
め
、
折
角
開
業
し
た
柳
瀬
村
ま
で
の
延
長
線
は
「
其
ノ
後
私
設
鉄
道
加
越
線
ト
ノ

貨
車
連
絡
良
好
ト
相
成
リ
此
等
器
械
類
ノ
輸
送
ニ
付
テ
ハ
今
日
迄
当
該
線
路
ノ
必
要
ヲ
生
セ

ラ
リ
シ
義
ニ
テ
昭
和
三
年
九
月
五
日
運
輸
開
始
以
来
ノ
経
過
ハ
全
線
ヲ
通
シ
テ
砂
利
玉
石
ノ

ミ
ノ
運
以
外
に
は
利
用
さ
れ
ず
、
そ
の
輸
送
能
力
は
十
分
に
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
。 

や
が
て
、
ダ
ム
堤
体
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設
が
ピ
ー
ク
を
過
ぎ
、
砂
利
の
需
要
が
減
少
す

る
と
共
に
路
線
存
続
の
意
義
は
次
第
に
薄
れ
て
ゆ
き
、
昭
和
四
年
に
は
太
田
村
―
柳
瀬
村
の

区
間
が
、
七
年
四
月
に
は
残
る
青
島
ヤ
ー
ド
―
太
田
村
ま
で
の
区
間
も
全
廃
さ
れ
た
。 

 

四 

庄
川
流
木
問
題
の
最
中
へ 

小
牧
ダ
ム
の
建
設
は
、
電
力
の
発
生
や
河
川
水
量
の
調
節
が
可
能
に
な
る
等
の
利
点
が
あ



る
一
方
で
、
従
来
か
ら
庄
川
の
水
流
を
利
用
し
て
運
搬
さ
れ
た
木
材
の
売
買
や
、
そ
の
製
材
・

加
工
な
ど
を
生
活
の
糧
と
し
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
、
木
材
の
運
搬
手
段
で
あ
る
庄
川
を
せ

き
止
め
る
ダ
ム
の
建
設
は
、
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。 

県
当
局
は
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
し
て
、
庄
川
水
電
の
工
事
を
許
可
す
る
に
あ
た
り
、
木

材
流
送
に
代
わ
る
運
材
施
設
の
設
置
等
を
そ
の
付
帯
条
件
と
し
た
。
そ
の
後
大
正
十
五
年
（
一

九
二
六
）
三
月
三
十
日
付
で
ダ
ム
の
着
工
は
正
式
に
許
可
さ
れ
た
。 

同
年
五
月
、
庄
川
の
水
流
を
利
用
し
て
大
規
模
な
運
材
を
行
っ
て
い
た
飛
州
木
材
㈱
は
、

ダ
ム
建
設
に
よ
り
「
流
木
権
」
が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
、
当
時
の
富
山
県
知
事
を
相
手
取
り

「
小
牧
堰
堤
工
事
実
施
設
計
認
可
取
消
請
求
」
の
行
政
訴
訟
を
、
次
い
で
十
月
に
は
「
堰
堤

工
事
禁
止
の
仮
処
分
」
を
申
請
し
、
飛
州
木
材
と
庄
川
水
電
の
対
立
は
全
面
戦
争
の
形
と
な

っ
た
。
こ
れ
が
後
に
「
庄
川
流
木
争
議
」
と
呼
ば
れ
る
抗
争
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。 

当
時
飛
州
木
材
㈱
の
代
表
で
あ
っ
た
平
野
増
吉
ら
は
、
庄
川
水
電
に
対
し
て
訴
訟
に
よ
る

法
廷
闘
争
を
行
う
一
方
で
、
自
己
が
支
配
権
を
掌
握
し
た
加
越
鉄
道
と
庄
川
水
電
専
用
鉄
道

と
の
連
絡
ポ
イ
ン
ト
を
閉
鎖
（
前
述
）
す
る
等
の
実
力
阻
止
や
、
庄
川
流
域
の
木
材
関
連
業

者
や
農
・
漁
業
者
を
始
め
と
す
る
地
域
住
民
や
自
治
体
を
反
対
運
動
に
巻
き
込
む
手
段
を
と

り
、
さ
ら
に
政
府
へ
木
材
流
送
の
代
替
施
設
認
可
阻
止
の
運
動
も
行
な
っ
た
。 

電
力
側
も
、
工
事
を
着
実
に
進
行
し
て
既
成
事
実
を
積
み
上
げ
て
ゆ
く
一
方
で
、
反
対
運

動
粉
砕
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
、
両
社
の
抗
争
は
泥
沼
化
の
様
相
を
呈
し
た
。 

小
牧
ダ
ム
の
湛
水
開
始
を
目
前
に
控
え
た
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
に
両
社
の
争
い
は
訴

訟
合
戦
の
泥
仕
合
に
発
展
し
、
四
月
に
は
飛
州
木
材
側
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
一
時
工
事
禁

止
の
仮
処
分
（
「
流
木
権
確
認
並
び
に
妨
害
排
除
請
求
」
の
民
事
訴
訟
）
ま
で
執
行
さ
れ
た
。 

し
か
し
同
年
七
月
に
仮
処
分
は
取
り
消
さ
れ
、
九
月
に
は
仮
処
分
取
消
へ
の
控
訴
及
び
、

行
政
裁
判
上
の
仮
処
分
申
請
も
却
下
さ
れ
て
飛
州
木
材
側
は
敗
訴
と
な
り
、
九
月
二
十
一
日

に
は
ダ
ム
の
湛
水
が
開
始
さ
れ
、
十
一
月
十
二
日
に
は
発
電
も
開
始
さ
れ
た
。 

小
牧
ダ
ム
の
湛
水
開
始
に
続
い
て
上
流
の
祖
山
ダ
ム
で
も
湛
水
・
発
電
が
開
始
さ
れ
、
庄

川
の
流
れ
は
二
ケ
所
で
完
全
に
堰
き
止
め
ら
れ
た
。
以
後
両
ダ
ム
間
の
木
材
輸
送
は
、
水
利

使
用
許
可
に
基
づ
い
て
電
力
会
社
が
設
置
し
た
運
材
施
設
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
形
と
な

っ
た
。 

庄
川
水
電
が
昭
和
電
力
（
上
流
に
祖
山
ダ
ム
を
建
設
）
と
共
に
建
設
し
た
運
材
設
備
は
、

祖
山
ダ
ム
上
流
の
見
座
貯
木
場
（
平
村
）
ま
で
流
送
さ
れ
た
木
材
を
祖
山
ダ
ム
ま
で
船
で
曳



航
（
又
は
積
載
）
し
て
、
ダ
ム
下
流
側
へ
コ
ン
ベ
ア
ー
で
降
ろ
し
（
写
真
３
参
照
）
、
そ
こ
か

ら
下
流
側
の
十
八
谷
ま
で
軌
道
運
搬
の
後
、
再
び
小
牧
ダ
ム
ま
で
湛
水
地
域
を
船
で
運
搬
し

（
写
真
４
参
照
）
、
堰
堤
に
設
置
さ
れ
た
コ
ン
ベ
ア
ー
（
写
真
５
参
照
）
又
は
軌
道
に
よ
っ
て

専
用
鉄
道
の
貨
車
に
積
換
え
（
写
真
６
参
照
）
、
さ
ら
に
小
牧
発
電
所
下
流
側
の
「
川
入
場
」

（
土
入
場
）
ま
で
貨
車
輸
送
（
写
真
７
参
照
）
の
上
、
庄
川
に
投
入
（
写
真
８
参
照
）
す
る

と
い
う
も
の
で
、
一
流
材
期
間
（
十
月
中
旬
ー
二
月
末
）
中
に
三
〇
万
石
（
約
七
〇
万
本
）

の
輸
送
能
力
を
有
す
る
「
水
運
、
陸
運
を
併
用
し
た
画
期
的
施
設
」(

注
２
２)

と
称
し
て
い

た
が
、
実
際
の
運
用
上
は
複
雑
で
手
間
の
か
か
る
施
設
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
先
は
従
来
通

り
二
万
七
千
石
用
水
経
由
で
青
島
の
貯
木
場
ま
で
流
送
す
る
形
と
な
っ
て
い
た
。 

 

 



せ
め
て
小
牧
か
ら
青
島
の
貯
木
場
ま

で
直
接
貨
車
輸
送
す
れ
ば
木
材
積
み
替

え
の
手
間
も
若
干
軽
減
さ
れ
る
の
に
、
再

び
川
入
れ
し
て
二
万
七
千
石
用
水
を
経

由
す
る
ル
ー
ト
を
選
定
し
た
の
は
、
当
時

の
用
水
組
合
が
木
材
流
送
に
よ
る
用
水

使
用
料
を
大
き
な
収
入
源
（
当
時
の
金
額

で
年
間
三
～
四
〇
〇
〇
円
）
と
し
て
お
り

(

注
２
３)

、
専
用
鉄
道
で
木
材
を
青
島
ま

で
直
送
す
る
と
用
水
側
の
収
入
が
無
く

な
る
と
し
て
、
こ
の
区
間
の
貨
車
輸
送
に

反
対
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

こ
れ
に
よ
り
、
本
来
は
工
事
終
了
と
共

に
撤
去
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
小
牧
ま

で
の
専
用
鉄
道
は
、
発
電
工
事
資
材
輸
送

終
了
後
も
「
木
材
流
送
代
替
施
設
」
の
一
部
と
し
て
存
続
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
訴
訟
に
敗

れ
た
飛
州
木
材
は
、
次
の
手
段
と
し
て
こ
の
運
材
施
設
の
不
備
を
立
証
す
る
作
戦
に
出
た
。

同
社
は
そ
れ
ま
で
年
間
三
～
四
万
石
、
多
く
と
も
四
～
五
万
石
で
あ
っ
た
流
材
を
、
昭
和
五

年
度
だ
け
で
従
来
の
約
七
倍
に
あ
た
る
二
八
万
石
も
搬
出
す
る
計
画
を
立
て
た
。
こ
れ
は
運

材
施
設
に
輸
送
能
力
を
上
回
る
大
量
の
木
材
を
殺
到
さ
せ
て
、
運
材
が
不
可
能
で
あ
る
証
拠

に
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。 

昭
和
五
年
度
（
同
年
十
月
末
ー
翌
年
二
月
末
）
の
第
一
回
流
木
期
間
の
終
了
後
、
電
力
側

は
一
一
万
一
四
五
八
石
（
二
六
万
四
○
五
九
本
）
を
期
間
中
に
輸
送
し
、
そ
の
後
流
下
し
て

き
た
二
万
三
七
四
八
石
（
五
万
三
八
○
四
本
）
を
含
め
た
一
三
万
五
二
○
六
石
（
三
一
万
七

八
六
三
本
）
を
滞
り
無
く
運
搬
し
た
と
発
表
し
た
（
注
２
４
）
。
こ
れ
に
対
し
て
飛
州
木
材
側

は
流
材
総
量
二
八
万
石
の
内
、
八
万
石
の
木
材
が
放
置
さ
れ
、
七
万
石
が
不
明
に
な
っ
た
と

主
張
（
注
２
５
）
、
電
力
側
を
告
訴
し
た 

昭
和
六
年
度
の
第
二
回
目
の
流
木
で
は
、
飛
州
木
材
側
は
二
二
万
五
〇
〇
〇
石
の
流
材
中
、

青
島
貯
木
場
に
到
着
し
た
の
は
九
万
三
○
○
○
石
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
電
力
側
は
総

木
材
積
七
万
六
○
○
○
石
と
発
表
（
注
２
６
）
。
両
社
の
主
張
は
平
行
線
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。 



昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
十
二
月
二
十
日
、
行
政
訴
訟
は
飛
州
木
材
側
の
敗
訴
と
な
り
、

県
当
局
も
従
来
流
木
現
場
で
の
立
会
監
督
を
廃
止
し
て
、
運
材
に
つ
い
て
は
電
力
側
と
流
木

業
者
と
の
当
事
者
間
で
協
議
さ
せ
る
方
針
と
し
た
。 

し
か
し
県
当
局
が
昭
和
七
年
度
の
流
木
許
可
を
出
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
両
当
事
者
間
の

協
議
不
調
か
ら
運
材
は
行
な
わ
れ
ず
、
製
材
・
木
工
業
者
ら
庄
川
下
流
の
沿
岸
住
民
は
木
材

の
輸
送
遅
滞
に
よ
っ
て
失
業
状
態
と
な
り
、
地
域
の
死
活
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
翌
八

年
一
月
十
日
に
は
、
青
島
周
辺
の
住
民
約
三
○
○
名
余
り
が
県
庁
へ
事
態
の
収
拾
を
求
め
る

陳
情
を
行
う
（
注
２
７
）
事
態
に
発
展
し
た
。 

一
月
十
二
日
、
電
力
側
と
飛
州
木
材
側
は
事
前
協
議
を
試
み
た
が
交
渉
は
決
裂
し
、
双
方

は
多
数
の
人
夫
を
繰
り
出
し
て
、
一
触
即
発
の
事
態
と
な
っ
た
。
続
い
て
双
方
は
二
十
四
・

二
十
五
の
両
日
に
協
議
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
、
二
十
五
日
の
会
合
に
飛
州
木
材
側
は
出
席

し
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
電
力
側
運
材
起
点
の
見
座
に
は
約
二
○
万
石
の
流
材
が
堆
積
し
（
注

２
８
）
、
出
水
時
に
は
流
材
が
堰
堤
や
用
水
取
入
口
等
の
河
川
工
作
物
を
破
壊
す
る
危
険
も
生

じ
て
き
た
。 

こ
の
た
め
電
力
側
は
、
十
九
日
か
ら
行
な
っ
て
い
た
飛
州
木
材
以
外
の
業
者
の
運
材
開
始

に
続
き
、
二
十
五
日
午
後
よ
り
独
断
で
飛
州
側
の
運
材
も
開
始
し
た
（
注
２
９
）
。
電
力
側
は

少
し
で
も
多
く
の
木
材
を
輸
送
す
る
た
め
、
小
牧
発
電
所
付
近
で
の
川
入
れ
を
省
略
し
、
小

牧
か
ら
木
材
を
貨
車
積
み
の
ま
ま
青
島
町
駅
ま
で
ビ
ス
ト
ン
輸
送
を
行
な
っ
た
。
そ
の
た
め

流
木
時
の
用
水
使
用
料
を
収
入
源
と
し
て
い
た
二
万
七
千
石
用
水
へ
の
木
材
流
入
が
ス
ト
ッ

プ
し
、
用
水
組
合
側
が
電
力
側
に
抗
議
を
申
し
入
れ
る
一
幕
も
あ
っ
た
（
注
３
０
）
。 

一
月
二
十
八
日
午
後
二
時
、
電
力
側
が
小
牧
ダ
ム
上
流
側
に
堆
積
し
た
飛
州
側
木
材
の
運

材
開
始
に
よ
っ
て
、
両
者
の
対
立
は
最
悪
の
事
態
と
な
っ
た
。 

翌
二
十
九
日
午
前
八
時
、
運
材
作
業
の
実
力
阻
止
を
図
る
た
め
小
牧
ダ
ム
方
面
へ
向
か
っ

た
飛
州
側
約
四
○
○
人
の
人
夫
と
、
こ
れ
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
た
電
力
側
約
二
○
○
人
の

人
夫
が
発
電
所
付
近
で
乱
闘
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
双
方
で
二
十
数
名
の
負
傷
者
を
出
す
流

血
の
事
態
と
な
り
、
電
力
側
の
施
設
や
機
関
車
も
破
壊
さ
れ
て
、
専
用
鉄
道
の
運
行
は
一
時

不
可
能
と
な
っ
た
（
注
３
１
）
。 

遂
に
県
当
局
は
、
同
日
午
後
一
時
、
電
力
側
へ
運
材
作
業
の
中
止
を
、
飛
州
側
へ
は
流
材

作
業
の
中
止
を
そ
れ
ぞ
れ
命
令
し
た
。 

二
月
一
日
、
県
知
事
は
双
方
の
重
役
を
県
庁
に
招
致
し
、
同
月
五
日
よ
り
十
日
間
の
無
条



件
運
材
と
、
そ
の
間
の
運
材
方
法
協
議
の
続
行
を
示
達
し
た(

注
３
２)

。
こ
れ
は
河
川
保
安
・

同
工
作
物
へ
の
危
険
除
去
と
、
下
流
地
域
の
木
材
関
連
労
働
者
の
失
業
防
止
の
た
め
の
措
置

で
も
あ
っ
た
。 

二
月
五
日
よ
り
開
始
さ
れ
た
強
制
運
材
は
、
一
日
一
万
本
の
成
績
を
挙
げ
、
さ
ら
に
二
十

四
日
ま
で
延
長
し
た
結
果
、
支
流
の
一
部
を
除
い
て
流
木
は
一
掃
さ
れ
（
注
３
３
）
、
河
川
工

作
物
へ
の
危
険
や
、
木
材
関
連
労
働
者
の
雇
用
不
安
は
解
消
さ
れ
た
。 

三
月
七
日
、
仮
処
分
事
件
の
本
訴
で
あ
っ
た
流
木
権
確
認
妨
害
排
除
事
件
の
判
決
が
下
っ

た
。
飛
州
側
の
主
張
し
た
流
木
権
の
存
在
は
確
認
さ
れ
た
も
の
の
、
ダ
ム
建
設
で
失
わ
れ
た

流
木
権
の
代
償
と
し
て
求
め
た
八
○
○
万
円
の
損
害
賠
償
（
森
林
鉄
道
敷
設
費
に
相
当
）
は
、

わ
ず
か
二
○
万
円
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
双
方
は
直
ち
に
上
告
し
た
。 

し
か
し
、
こ
の
頃
既
に
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
の
大
干
ば
つ
を
契
機
と
し
て
、
庄
川
下

流
地
域
の
農
民
た
ち
の
間
に
は
、
ダ
ム
に
よ
る
水
量
調
節
を
待
望
す
る
気
運
が
生
ま
れ
始
め
、

飛
州
木
材
の
地
元
役
員
た
ち
も
、
電
力
側
と
の
妥
協
に
よ
る
地
元
の
繁
栄
を
求
め
て
同
社
と

訣
別
し
て
い
た
。
さ
ら
に
庄
川
上
流
の
岐
阜
県
側
に
は
、
越
美
南
線
（
現
・
長
良
川
鉄
道
）

美
濃
白
鳥
駅
か
ら
鳩
ケ
谷
ま
で
三
二
キ
ロ
の
通
称
「
百
万
円
道
路
」
が
電
力
会
社
の
負
担
に

よ
っ
て
整
備
さ
れ
る
事
に
な
り
、
木
材
の
大
半
が
同
県
側
へ
陸
送
出
来
る
体
制
が
整
っ
た
た

め(

注
３
４)

、
こ
の
地
域
の
住
民
が
訴
訟
か
ら
手
を
引
く
な
ど
飛
州
側
の
切
り
崩
し
が
行
な

わ
れ
、
ま
た
飛
州
木
材
自
体
も
闘
争
へ
の
多
額
の
出
費
に
よ
り
負
債
が
膨
ら
ん
で
経
営
は
悪

化
し
（
注
３
５
）
、
争
議
の
形
勢
は
次
第
に
電
力
側
へ
有
利
に
傾
い
て
い
っ
た
。 

昭
和
八
年
八
月
、
内
務
省
土
木
部
長
の
斡
旋
に
よ
っ
て
両
社
の
間
に
和
解
が
成
立
し
、
双

方
は
全
て
の
訴
訟
を
取
り
下
げ
（
注
３
６
）
、
こ
こ
に
原
始
産
業
対
近
代
産
業
の
争
い
と
言
わ

れ
た
庄
川
流
木
争
議
は
決
着
し
た
。 

 

五 

ダ
ム
完
成
後
の
専
用
鉄
道 

幾
多
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
完
成
し
た
小
牧
ダ
ム
は
昭
和
五
年
（
一
九
三
○
）
九
月
に
湛

水
が
開
始
さ
れ
、
十
一
月
十
二
日
に
は
下
流
の
発
電
所
も
運
転
を
開
始
し
て
、
小
牧
発
電
所

の
工
事
は
完
工
し
た
。 

こ
こ
で
専
用
鉄
道
本
来
の
使
命
は
終
了
し
た
事
に
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
同
線
は
木
材
流

送
振
替
施
設
の
一
部
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
撤
去
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
た

だ
、
木
材
輸
送
の
最
盛
期
で
あ
る
冬
季
の
み
の
運
行
の
た
め
に
、
線
路
施
設
や
車
両
の
維
持



を
続
け
る
の
は
、
不
要
車
両
の
売
却
等
に
よ
っ
て
規
模
の
縮
小
を
行
っ
て
い
た
と
は
言
え
、

不
経
済
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
当
時
「
東
洋
一
」
と
謳
わ
れ
た
小
牧
ダ
ム
に
よ
っ
て
出
現
し
た
一
大
湖
水
は
「
庄

川
峡
」
と
い
う
景
勝
地
を
出
現
さ
せ
、
新
た
な
観
光
地
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。 

こ
の
た
め
庄
川
水
電
は
、
専
用
鉄
道
の
青
島
町
―
小
牧
間
を
庄
川
峡
へ
の
観
光
鉄
道
と
し

て
活
用
す
る
事
を
決
定
し
た
。 

昭
和
六
年
二
月
末
の
運
材
作
業
終
了
後
、
同
社
は
小
牧
ダ
ム
ま
で
の
鉄
道
運
行
と
、
ダ
ム

上
流
の
大
牧
温
泉
及
び
祖
山
方
面
へ
の
交
通
運
輸
を
目
的
と
し
て
庄
川
運
輸
事
務
所
を
設
置

し
、
同
年
四
月
三
日
よ
り
青
島
町
―
小
牧
間
に
「
（
貨
車
を
）
展
望
式
に
改
造
し
た
」
客
車
列

車
の
運
行
（
無
認
可
営
業
）
と
、
小
牧
ダ
ム
ー
大
牧
温
泉
ー
祖
山
間
の
客
船
運
航
を
開
始
し

た
（
注
３
７
）
。 

青
島
町
か
ら
小
牧
ま
で
の
鉄
道
区
間
に
は
、
途
中
乗
降
客
の
便
を
図
る
た
め
、
鳥
越
鉱
泉

及
び
発
電
所
付
近
に
旅
客
用
の
停
留
場
が
設
置
さ
れ
、
ダ
ム
へ
の
立
入
り
も
入
場
料
二
銭
の

支
払
で
可
能
に
な
っ
た
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
当
時
の
時
刻
表
に
よ
る
と
、
一
日
上
下

一
○
本
の
旅
客
列
車
が
運
行
さ
れ
て
い
る
（
史
料
２
参
照
）
。 

 

庄
川
水
電
は
加
越
鉄
道
と
協
力
し
て
宣
伝
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
（
史
料
３
参
照
）
す
る

な
ど
積
極
的
な
観
光
誘
致
に
努
め
た
た
め
、
休
日
は
観
光
客
の
乗
車
で
大
い
に
賑
わ
っ
た
が
、

休
日
の
利
用
客
の
み
で
は
鉄
道
営
業
の
採
算
ベ
ー
ス
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
専
用
線



存
続
の
主
目
的
で
あ
っ
た
木
材
運
搬
も
、
流
木
争
議
中
の
乱
伐
や
、
電
力
会
社
が
岐
阜
県
側

に
建
設
し
た
「
百
万
円
道
路
」（
先
述
）
に
よ
っ
て
、
庄
川
上
流
地
域
の
木
材
が
同
県
方
面
へ

搬
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
富
山
県
側
の
小
牧
方
面
へ
の
運
材
が
著
し
く
減
少
し
た
た
め
、

鉄
道
存
続
の
意
義
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。 

日
中
戦
争
勃
発
に
よ
り
、
戦
時
色
が
次
第
に
濃
く
な
っ
て
き
た
翌
年
の
昭
和
十
三
年
（
一

九
三
八
）
に
専
用
鉄
道
の
旅
客
営
業
は
廃
止
さ
れ
、
バ
ス
運
行
に
切
り
替
え
ら
れ
た
（
注
３

８
）
。
次
い
で
庄
川
水
電
は
翌
十
四
年
十
月
八
日
附
で
「
専
用
鉄
道
廃
止
届
」(

注
３
９)

を
提

出
し
、
青
島
町
か
ら
二
万
七
千
石
用
水
取
入
口
（
庄
川
水
電
に
よ
る
木
材
輸
送
の
終
端
付
近
）

ま
で
の
線
路
を
撤
去
し
た
。 

こ
の
時
残
さ
れ
た
小
牧
ま
で
の
区
間
は
、
そ
の
後
も
木
材
流
送
の
代
替
施
設
と
し
て
、
上

流
の
コ
ン
ベ
ア
ー
等
と
共
に
残
置
さ
れ
て
い
た
が
、
活
躍
の
機
会
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
。 

ま
た
、
庄
川
水
電
自
体
も
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
国
策
会
社
「
日
本
発
送
電
」
に

統
合
さ
れ
、
そ
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
っ
た
。
太
平
洋
戦
争
も
中
盤
に
入
っ
た
昭
和
十
八
年

（
一
九
四
三
）
八
月
、
小
牧
発
電
所
を
視
察
し
た
坂
県
知
事
は
「
こ
ゝ
数
年
間
何
等
使
用
さ

れ
ず
、
風
雨
に
曝
さ
れ
て
ゐ
た
」(

注
４
０)

小
牧
・
祖
山
両
発
電
所
の
コ
ン
べ
ア
ー
設
備
を

県
内
港
湾
の
石
炭
荷
揚
げ
に
転
用
す
る
計
画
を
立
て
、
今
後
流
材
が
あ
っ
た
場
合
は
県
が
適

当
な
処
理
を
講
ず
る
こ
と
を
条
件
に
こ
れ
ら
の
設
備
を
日
本
発
送
電
か
ら
譲
り
受
け
る
こ
と

が
決
ま
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
全
て
の
施
設
は
撤
去
さ
れ
た
。 

第
二
次
大
戦
後
、
社
会
の
安
定
と
共
に
庄
川
峡
は
再
び
観
光
地
と
し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
○
）
に
あ
る
新
聞
社
が
行
な
っ
た
全
国
観
光
地
の
人
気

投
票
で
も
上
位
に
入
る
程
で
あ
っ
た
。 

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
観
光
地
庄
川
峡
へ
の
足
と
し
て
青
島
町
―
小
牧
間
の
鉄
道
復
活

が
計
画
さ
れ
、
翌
二
十
六
年
十
二
月
に
加
越
能
鉄
道
が
同
区
間
四
・
七
キ
ロ
の
電
気
鉄
道
敷

設
免
許
を
取
得
し
た
。
こ
の
計
画
は
同
二
十
七
年
に
発
刊
さ
れ
た
『
富
山
県
総
合
開
発
計
画

書
』
で
も
、
林
産
・
電
源
開
発
や
、
庄
川
流
域
一
帯
へ
の
観
光
振
興
の
立
役
者
と
し
て
期
待

さ
れ
て
い
た
。 

し
か
し
こ
の
計
画
は
そ
の
後
平
行
道
路
の
整
備
や
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
行
に
よ

り
、
結
局
実
現
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
青
島
町
（
一
九
五
五
年
に
「
庄
川
町
」
と
改

称
）
ま
で
運
行
さ
れ
て
い
た
加
越
能
鉄
道
加
越
線
（
元
加
越
鉄
道
線
）
自
体
も
、
モ
ー
タ
リ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
う
乗
客
減
少
に
よ
り
、
四
十
七
年
九
月
十
五
日
限
り
で
廃
止
さ
れ
、



庄
川
町
か
ら
鉄
道
の
姿
が
消
え
た
。 

 
お
わ
り
に 

電
源
開
発
の
資
材
輸
送
用
と
し
て
建
設
さ
れ
る
専
用
鉄
道
は
、
本
来
工
事
の
終
了
と
共
に

撤
去
さ
れ
る
仮
設
備
的
な
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
庄
川
水
電
の
専
用
鉄
道
は
、
発
電
所
建
設

中
に
は
ダ
ム
建
設
に
反
対
す
る
抵
抗
勢
力
と
の
抗
争
の
舞
台
と
な
り
、
工
事
完
成
後
は
木
材

流
送
の
代
替
施
設
、
あ
る
い
は
新
名
所
庄
川
峡
へ
の
観
光
鉄
道
と
し
て
活
用
さ
れ
る
な
ど
、

特
異
な
経
歴
を
持
つ
存
在
で
あ
っ
た
。
筆
者
の
力
不
足
で
今
回
は
輸
送
数
量
等
の
具
体
的
数

値
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
引
き
続
き
調
査
は
継
続
し
て
ゆ
き
た
い
。
富
山
県
内
に
は
、
他

に
も
黒
部
川
沿
い
に
建
設
さ
れ
た
日
本
電
力
の
専
用
鉄
道
（
現
・
黒
部
峡
谷
鉄
道
）
や
富
山

県
営
鉄
道
（
現
・
富
山
地
方
鉄
道
の
一
部
）
な
ど
、
電
源
開
発
に
関
連
し
て
建
設
さ
れ
た
鉄

道
が
存
在
し
て
い
る
。
今
後
は
こ
う
し
て
鉄
道
の
変
遷
に
つ
い
て
も
、
検
討
を
進
め
て
ゆ
き

た
い
。 

 
 


